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○ 取扱い 

原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

歯髄を積極的に保存した後に、細菌感染が歯髄から根管内の象牙質に波

及した場合は感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられ

る。 

 


